






















































































































































































































 
 

(様式第 8) 

                                                         広大病医事第１６－７号 

平成２８年  月  日  

 

  厚生労働大臣        殿 

 

            開設者名（管理者名） 広島大学病院長 

平川 勝洋 (印)  

 

 

医療に係る安全管理のための体制整備に関する計画について 

 

 標記について，次のとおり提出します。 

 

記 

 
1. 医療安全管理責任者を配置するための予定措置 
 
現医療安全管理部長を医療安全管理責任者として配置する予定である。なお，本年９月

中には，医療安全管理責任者に関連する規則を整備し，位置付けを明確にする予定である。 
 
  
 
 
2. 医薬品安全管理責任者の活動を充実するための予定措置 
 
既に体制整備が整っているため，経過措置の適用を希望しない。 

 
 
 
 
 
3. 医療を受ける者に対する説明に関する責任者を配置するための予定措置 
 
本年９月中には，規程を整備し，責任者を配置し，位置付けを明確にする予定である。 
 
 

 
 
 



 
 

4. 説明の実施に必要な方法に関する規程を作成するための予定措置 
 
本年９月中には，新たに規程を制定するか，既存のマニュアルを活用するかのいずれか

にて対応する予定である。 
なお現在，規程の制定に代えて医療安全管理マニュアルに記載している内容で対応する

ことができるか，厚生労働省へ照会中である。 
 
 
5. 診療録等の管理に関する責任者を配置するための予定措置 
 
既に体制整備が整っているため，経過措置の適用を希望しない。 

 
 
 
 
6. 規則第９条の23第１項第10号に規定する医療に係る安全管理に資する措置を実施する

ための予定措置 

 
現在は、医師による死亡退院の入力が病棟管理日誌・病院管理日誌に反映される。それ

を医療安全管理部が確認することで報告としている。 
当該入院患者等の死亡事例を 1 か月単位で死亡事例調査報告書として取りまとめ、毎月

１回医療事故防止等対策委員会において審議を行っている。なお、管理者への報告に関し

ては，病院長が当委員会の委員長であることをもって報告としている。 
今後は、死亡診断書の報告をもって死亡報告、退院時サマリーをもって死亡前状況報告

とする。これらの報告を事務部門より医療安全管理部へ報告することを計画している。 
 
 
 
7. 医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口

を設置するための予定措置 
 
 既に体制整備が整っているため，経過措置の適用を希望しない。 
 
 
 
  



 
 

8. 医療安全管理部門による医療に係る安全の確保に資する診療の状況の把握及び従業者

の医療の安全に関する意識の向上の状況の確認実施のための予定措置 
 
現在，定期的に院内を巡回し，各部門において医療安全確保のための必要な業務が実施

されているか，項目を設け確認をしているが，これに加えて手術時の血栓予防策実施率の

モニタリング等も確認事項を加え，院内ラウンドにおいて，その都度，診療状況を把握す

る予定である。 
また，現在，医療安全管理職員研修会では終了時に実施するアンケート調査により，医

療安全に関する職員の理解や意識の向上の状況確認を行っている。 
 
 
 
9. 高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門を設置するための予定措置 
 
今年度中に設置予定である。 

 
 
 
 
10. 高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に，従業者が遵守すべき事項及び高難

度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門が確認すべき事項等を定めた規程を作

成するための予定措置 
 
 今年度中に作成予定である。 
 
 
 
 
11. 未承認新規医薬品等の使用条件を定め，使用の適否等を決定する部門を設置するための

予定措置 
 
 今年度中に設置予定である。 
 
 
 



 
 

12.未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合に，従業者が遵守すべき事項及び未承

認新規医薬品等の使用条件を定め，使用の適否等を決定する部門が確認すべき事項等を定

めた規程を作成するための予定措置 
 
 今年度中に作成予定である。 
 
 
 
 
13.監査委員会を設置するための予定措置 
 
今年度中に設置予定である。 

 
 
 
 
14.他の特定機能病院の管理者との連携による立入り及び技術的助言を遂行するための予

定措置 
 
 立入り及び受け入れについては，今後，厚生労働省から示された内容を参考に来年度よ

り実施する予定である。 
 なお，現在，厚生労働省から方針について示されるのを待っている状態である。 
 
 
 
 
15.職員研修を実施するための予定措置 
 
現在，必修の職員研修にて，インシデント・アクシデント報告の流れ，医療安全に係る

具体的事例の改善策等について取り上げた研修会を実施している。また，研修実施後アン

ケートなどを活用して，研修内容の理解度を把握している。 
また，監査委員会からの意見に関する事項と高度の医療を提供するために必要なものに

関する事項にかかる職員研修会の実施については，監査委員会，高難度新規医療技術評価

委員会発足後，適時実施する予定である。 
 
 



 
 

16.管理職員研修（医療に係る安全管理のための研修，管理者，医療安全管理責任者，医薬

品安全管理責任者，医療機器安全管理責任者向け）を実施するための予定措置 
 
国立大学附属病院長会議が実施する研修（今後検討予定）に来年度から参加する予定で

ある。 
 
 
 
 
17.医療安全管理部門の人員体制 
・所属職員：専従（２）名，専任（２）名，兼任（１）名 
 うち医師：専従（ ）名，専任（１）名，兼任（１）名 
 うち薬剤師：専従（１）名，専任（ ）名，兼任（ ）名 
 うち看護師：専従（１）名，専任（１）名，兼任（ ）名 

 
 
 
 
 
18.医療安全管理部門の専従職員を配置するための予定措置 
 
医師については，平成３０年４月１日から専任医師を２名配置する予定である。 

 
 
 
 


